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まえがき

この規格は，工業標準化法に基づいて，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。

JIS K 4828-4 には，次に示す附属書がある。

附属書（規定）タイプ 8(d)：通気管試験

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。
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序文　この規格は，2003 年に国際連合から発行された“危険物の輸送に関する国連勧告・モデル規則，第

13 改訂版”（Recommendation on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulation, Thirteenth revised

edition）の附属書“試験方法及び判定基準のマニュアル，第 3 改訂版”（Manual of Tests and Criteria, Third

revised edition）を元に作成した日本工業規格である。

1. 適用範囲　この規格は，含水爆薬中間体（硝酸アンモニウムエマルション，サスペンション又はゲル）

（以下，ANEs という。）が火薬類（危険物の輸送に関する国連勧告でクラス 1 に指定されたもの）以外の

ものであるかどうかを判定するための試験方法について規定する。

なお，ANEs をポータブルタンク（450 L を超えるもの。）で輸送することができるかどうかを判定する

ための試験方法を附属書に規定する。

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 4800　火薬用語

JIS K 4806　工業雷管及び電気雷管

JIS K 4827　含水爆薬

JIS K 4828-1　火薬類危険区分判定試験方法－第 1 部：試験シリーズ 5

JIS K 4828-2　火薬類危険区分判定試験方法－第 2 部：試験シリーズ 6

JIS K 4828-3　火薬類危険区分判定試験方法－第 3 部：試験シリーズ 7

3. 定義　この規格で用いる主な用語の定義は，JIS K 4800，JIS K 4827，JIS K 4828-1，JIS K 4828-2 及

び JIS K 4828-3 によるほか，次による。

a) ポータブルタンク　国連勧告に基づくクラス 1 からクラス 9 の危険物の輸送を目的とする輸送用容器

であって，同勧告の規定に適合するもの。

4. 試験コード及び試験名称　試験コード及び試験名称は，表 1 による。
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